
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  雑損控除の改正                      

Ｑ：雑損控除に係る損失金額の算定方法が

見直しされたそうですが、どのようになった

のですか？ 

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

平成26年度の税制改正で、雑損控除にかか

る損失金額の算定方法が見直され、次のよう

に取り扱われることとなりました。 

 【概要】 

雑損控除の資産の損失の金額については、

その損失の生じたときの直前におけるその資

産の価額(いわゆる時価)を基礎として計算す

ることとされていたところ、その資産が家屋

等に使用又は期間の経過による減価するもの

(いわゆる減価償却資産)である場合には、次

に掲げる金額のいずれかを基礎として計算す

ることとされました。 

 ①その損失の生じたときの直前における資産

の価額(いわゆる時価) 

 ②その損失の生じた日にその資産の譲渡があ

ったものとみなして譲渡所得金額の計算を

したときに、その資産の取得費とされる金

額(いわゆる簿価)に相当する金額 

 【資産について受けた損失の金額】 

損失を受けた資産が複数ある場合において

は、資産の種類ごとに損失の金額を計算する

のではなく、個々の資産ごとに「いわゆる時

価」又は「いわゆる簿価」を基礎として計算

することができます。 
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